指定居宅介護支援重要事項説明書
　
１　事業者（法人）の概要
	事業者（法人）の名称
	特定非営利活動法人　優喜会

	代表者役職・氏名
	理事長　冨田　勝久

	本社所在地・電話番号
	山口県光市大字小周防１６５６番地８　

０８３３－７７－００１１

	法人設立年月日
	平成１５年１２月４日


２　サービスを提供する事業所の概要
（１）事業所の名称等
	名称
	ヒューマン・ライフ・ケア　きらら居宅介護支援事業所

	事業所番号
	山口県指定居宅介護支援事業所
（指定事業所番号３５７１０００３８３）

	所在地
	〒７４３－００６１
山口県光市大字小周防１６５８－１　　

	電話番号
	０８３３－７７－００１１

	ＦＡＸ番号
	０８３３－７６－０５５１

	通常の事業の実施地域
	光市 ・田布施町・平生町・柳井市・岩国市・上関市・

下松市・周南市 ※但し、離島を除く


（２）事業の目的および運営方針

	事業の目的
	指定居宅介護支援事業が適正に運営されるよう、必要な人員および管理運営に関する事項を定め、介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況や環境等に応じて、本人や家族の意向を基に居宅サービス、施設サービスを適切に利用できるように、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整などを行うことを目的とします。

	運営の方針
	○利用者が要介護状態になっても、可能な限りその居宅でその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
○利用者の心身の状況、環境等に応じて利用者自身の選択により、適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮します。その際、利用者が複数のサービス事業所の紹介を求めることが可能であること。また、ケアプランに位置づけたサービス事業所の選定理由の説明を求めることが可能であることを説明します。
○利用者の意思、人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類、事業者に偏ることの無いように公正中立に行います。また、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランに位置づけることは適切でないことを説明します。
○事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
○利用者等に対して、入院時に担当ケアマネージャーの氏名等を入院先医療機関に提供することを依頼します。
○利用者が医療系サービスの利用を希望している場合には、利用者の同意を得て主治医に意見を求めると共に、その主治医に対してケアプランを交付します。
○訪問事業所から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況。モニタリング等の際に把握した利用者の状況等について、主治医に必要な情報伝達を行います。
○事業に関する記録を整備すると共に、その記録を事業完結の日から５年間保存するものとします。

〇ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与（以下、訪問介護等という。）の各サービスの利用割合及び前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等のサービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合（以下、訪問介護等の割合等）の説明を行うと共に、その理解を得ます。




（３）事業所の窓口の営業日及び営業時間
	営業日
	月曜日から金曜日まで
（国民の休日、１２月３０日から１月３日までを除く。）

	営業時間
	 午前８時３０分から午後５時３０分まで


（４）事業所の勤務体制
	職　種
	業務内容
	人数

	管理者
	・従業者と業務の管理を行います。
・従業者に法令等の規定を遵守させるため、

必要な指揮命令を行います。
	1名
介護支援専門員と兼務

	介護支援
専門員
	・居宅介護支援を行います。

	3名以上
うち1名は管理者を兼務


３　サービスの内容、提供方法
	内容
	提供方法

	利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
	当事業所内相談室にて行います。
（必要に応じて利用者の居宅を訪問します。）

	課題分析の実施

	①　課題分析の実施に当たっては、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援する上で、解決すべき課題を把握します。
②　解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。

	居宅サービス計画原案の作成

	利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標とその達成時期、サービスの種類と内容等を記載した居宅サービス計画の原案を作成します。

	サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
	居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めます。

	居宅サービス計画の説明、同意、交付
	①　居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、居宅サービス計画の原案の内容について利用者及び家族に対して説明し、文書により同意を得ます。
②　作成した居宅サービス計画は交付します。

	居宅サービス計画の実施状況の把握
	①　居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）を行います。利用者及び家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
②　モニタリングに当たり、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し面接します。
③　少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録します。


４　利用料、その他の費用の額
（１）居宅介護支援の利用料
　ア　基本利用料
　　　利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として無料です。
	区分
（介護支援専門員１人当たりの利用者数）
	要介護１・２
	要介護３～５

	居宅介護支援費（ⅰ）
（４５人未満の場合）
	４５人未満の部分
	１０，８６０円
	１４，１１０円

	居宅介護支援費（ⅱ）
（４５人以上６０人未満の場合）
	４５人以上の部分
	５，４４０円
	７，０４０円

	居宅介護支援費（ⅲ）
（６０人以上の場合）
	６０人以上の部分
	３，２６０円
	４，２２０円


　イ　加算
　　　要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
　①サービスの実施による加算
	加算の種類
	要件
	利用料

	初回加算
	新規に居宅サービス計画を作成した場合
	１月につき
　３，０００円

	特定事業所加算Ⅲ
	常勤かつ専従の主任介護支援専門員を １名以上配置し、定例会議の開催等、一定の取り組みを行った場合
	１月につき
　３，２３０円

	入院時情報連携加算Ⅰ
	介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合
	１月につき
　２，５００円

	入院時情報連携加算Ⅱ
	介護支援専門員が病院又は診療所への訪問以外の方法により、病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合
	１月につき
　２，０００円

	退院・退所加算
	病院等に入院、入所していた利用者の退院、退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
※情報提供の方法や回数等により金額が異なります
	１回につき
　４，５００円～
９，０００円


	退院時情報連携加算
	利用者が病院または診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師などに対して利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師などから利用者に関する情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合
	１回につき
　５００円

	緊急時等居宅カンファレンス加算
	病院又は診療所の求めにより、病院等の医師又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
	１回につき
　２，０００円


（２）交通費
　通常の事業の実施地域およびそれ以外の地域でサービスの提供を受ける場合には、無料です。

　　　　
５　個人情報の取り扱い

（１）職員に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、職員との雇用契約の際に、職員である期間及び退職後においても、その秘密を保持すべき旨の誓約書を取ります。

（２）個人情報を使用する目的

①　介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態及びその家族の状況把握。
②　利用者が介護保険施設や医療機関へ入所・入院されることに伴う、必要最小限度の情報の提供。
③　受診医療機関への状態説明。
（３）個人情報を使用する事業者の範囲

　　①　利用者が提供を受けるすべてのサービス事業者。
（４）個人情報を使用する期間

　　①　契約書で定める期間

（５）個人情報を使用する際の条件

①　個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。

②　個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録します。

６　緊急時の対応方法
　　サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じると共に、家族及び介護支援専門員等へ連絡を致します。
	主治の医師
	医療機関の名称
	

	
	氏名
	

	
	所在地
	  

	
	電話番号
	　

	緊急連絡先
（家族等）
	氏名
	

	
	電話番号
	


７　事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡すると共に、必要な措置を講じます。
　　また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償致します。
　　なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
	保険会社名　三井住友海上火災保険 株式会社
保険名　福祉事業者 総合賠償責任保険


　　　　
８　虐待防止について
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとします。
（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
（２）虐待防止のための指針の整備
（３）従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
また、事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとします。
　当事業所の虐待防止相談窓口
	虐待防止担当者
	冨田　勝久

	受付時間
	9：30～17：00

	電話番号
	0833-77-0011

	ＦＡＸ
	0833-76-0551


９　サービス提供に関する相談、苦情
（１）苦情処理の体制及び手順
　　ア　サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。
　　イ　相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。

①　苦情を受け付けた担当者等は、苦情受付簿に内容を記載します。
　　　②　苦情の内容により、事業所内で対応が可能な場合には、その対応内容を

　決定の上、利用者に説明を行うと共に、その家族にも説明を行います。

③　苦情の内容により、事業所内での対応が難しい場合については、

当該市町村に連絡し、指導または助言を受け、対応内容の決定をします。

4 利用者に対して、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償致します。

⑤　苦情対応に関する一連の経過を記録し、再発防止に役立てるものとします。

（２）苦情相談窓口
	担　　当
電話番号
受付時間
受付日
	管理者　冨田　勝久
０８３３－７７－００１１　
午前８時３０分から午後５時３０分まで
月曜日から金曜日まで
（国民の休日、１２月３０日から１月３日までを除く。）


市町及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。
	光市介護保険課

田布施町健康保険課

平生町高齢福祉班

柳井市健康増進課

岩国市介護保険課

上関町介護保険係

下松市介護保険係

周南市介護保険担当
	（０８３３）７４－３００３
（０８２０）５２－５８０９

（０８２０）５６－７１１５

（０８２０）２２－２１１１

（０８２７）２９－２５３３

（０８２０）６２－１７７７

（０８３３）４５－１８３１

（０８３４）２２－８４６７

	山口県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情相談窓口
	（０８３）９９５－１０１０


同　意　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　私は、利用者に対して契約書、重要事項説明書及び個人情報の取り扱いについて説明しました。
事業者
　所在地　山口県光市大字小周防１６５６番８
　法人名  特定非営利活動法人　優喜会
　代表者名　理事長　冨田　勝久　　　　印
説明者
　事業所名  ヒューマン・ライフ・ケア　
　　　　　　　　　　きらら　居宅介護支援事業所
　氏　　名  　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私は、事業者から契約書、重要事項説明書及び個人情報の取り扱いについて説明を受け、その内容について同意しました。
利用者　　住所
　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　印
（署名代理人） 住所
　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　印

（ご家族代表） 住所
　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　印

